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 主要投資インセンティブ 

 

インドネシアにおける優遇施策の主な所管官庁は投資調整庁と財務省である。主な優遇制度は

以下の通りである。 

 

奨励事業 

インドネシア政府は、2020 年 11 月 2 日に 2020 年第 11 号雇用創出法（オムニバス法）を制定し

た。雇用創出法 は、これまでの投資やビジネスに関連する様々な法令を見直し、手続を簡素化す

ることによりインドネシア国内外からの投資誘致や新規事業を促し、更なる雇用創出をさせるこ

とを主な目的としている。 

投資、労働などを含む 11 分野が改定の対象であり、その雇用創出法において、新たな投資奨励

事業及び各種優遇措置が定められている。奨励事業の対象として、次の条件を 1 つでも満たす事

業を奨励するとされている。大きくはインドネシアの全ての地域にて対象となる特定の事業分野

と特定の地域内に限り優遇措置の対象となる事業分野に区分できる。 

その後、2021 年 11 月にインドネシア憲法裁判所が立法手続の不備を理由に「条件付き違憲判

決」を下したことを受け、政府は 2022 年 12 月に「法律代行政令」を発布した。これが 2023 年 3

月に国会で承認され、2023 年に法律第 6 号として正式に再制定された。しかし、2024 年 10 月に

は憲法裁判所が雇用創出法の一部、特に労働関連条項について違憲無効とする判決を下し、政府

は再度の法改正を迫られている。 

 

図表 9-1  奨励事業の全体像  

奨励事業の区分 具体的な事業例 

インドネシアの全ての地域に

おいて優遇の対象となる事業

分野 

 多くの労働者を雇用 

 優先分野に含まれる事業 

 インフラ開発への投資 

 技術移転の実施 

 先駆的な事業の実施 

 自然環境保護の維持 

 研究開発、イノベーションの創出活動 

 零細・中小企業または協同組合とパートナーシップを締結して行

う事業 

 国産の資本財、機械または設備を利用 

 観光事業の拡張 

特定の地域内に限り優遇の対

象となる事業分野 

 辺境地、後進地、境界地域またはその他必要とみなされる地域への

投資 

（出所）JETRO の情報を基に作成 
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輸入関税免除 

新規事業や事業拡張（30％以上の生産能力の拡張）に係る 2 年分の生産のための設備機器･部

品･原料については、2 年間（投資金額の 30％以上国産機械を使用する企業の場合は 4 年間）輸入

関税を免除する。関税免除期間は、1 年間延長できる。 

また、輸入関税免除となる設備機器･部品･原料の条件は、産業分野を所管する大臣または指定

された当局が、その産業分野に関連する技術的な助言機関と協議の上で決定する。例えば①イン

ドネシア国内で生産されていない物、②インドネシアで生産されているもののスペックが合わな

い物、または③インドネシアで生産されているものの数量が足りない物でなければならない、な

どとなっている。大統領令 2021 年 10 号（大統領令 2021 年第 49 号で改訂）にて投資優先事業分

野に指定された 246 分野が対象となる。 

 

タックスアローワンス（法人税優遇措置） 

投資優先事業分野に指定された分野のうち 183 分野について、特定の事業分野、特定の地域へ

の既存の投資に対し法人税に優遇措置がある。優遇内容は以下の通りである。 

① 総投資金額の 30％に相当する額を課税所得から控除（各年総投資金額の 5％を最長 6 年

間） 

② 加速度償却 

③ 欠損繰越期間を最長 10年間に延長 

④ 非居住者に対して支払われる配当に関する源泉徴収税を 10％に軽減（該当する租税条約

でより低い税率が定められている場合には、租税条約における税率が優先される） 

 

タックスホリデー（法人税減免措置）  

以下の 18 分野のパイオニア産業については、その投資規模に応じて、商業生産を開始してか

ら 5 年から 20 年間、50％から 100％の法人税の減免が認められている。最初の法人税減免期

間終了後も 2 年間は 25％から 50％の法人税の軽減が認められている。 

① 金属上流産業（鉄鋼・非鉄鋼、関連製品を含む） 

② 石油・ガス精製産業（関連製品を含む） 

③ 石油・天然ガス・石炭を利用した有機基礎化学産業（関連製品を含む） 

④ 農林産物を利用した基礎化学産業（関連製品を含む） 

⑤ 無機基礎化学産業（関連製品を含む） 

⑥ 医薬品原材料産業（関連製品を含む） 

⑦ 電子機器・情報通信機器の主要部品製造産業 

⑧ 放射線・エレクトロメディカル・エレクトロセラピー機器製造産業 

⑨ 機械・機械主要部品製造産業 
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⑩ 製造機械製造産業を支援するロボティック部品製造産業 

⑪ 発電機主要部品製造産業 

⑫ 自動車及び自動車主要部品製造産業 

⑬ 船舶主要部品製造産業 

⑭ 鉄道主要部品製造産業 

⑮ 航空機主要部品製造産業及び航空宇宙支援産業 

⑯ パルプ製造加工産業（農林産物由来、関連製品を含む） 

⑰ 経済インフラ 

⑱ デジタル経済（データ処理、ホスティング、関連活動を含む） 

 

インベストメントアローワンス  

大統領令 2021 年 10 号（大統領令 2021 年第 49 号で改訂）にて投資優先事業分野に指定され

た分野のうち 45 分野には、労働集約型産業向けの法人税軽減の優遇措置が適用される。優遇内

容は、商業生産開始時の税務年度から 6 年間、年 10％のペースで、メインストリームの事業活

動に使用される土地を含む有形固定資産の投資額の 60％までネット所得を軽減する形で法人税

軽減措置がある。なお、インドネシア人労働者を少なくとも 300 人雇用することが条件となっ

ている。また、労働訓練、実習、及び学習の活動に支出されたコスト総額の最大 200％相当のグ

ロス所得の軽減が認められている。 
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